
 

 

 

 

 

 

 

いじめを見逃さない（いじめの早期発見の取組） 

  

 

  児童生徒との信頼関係を構築し、相談しやすい環境づくりに心がけるとともに、生活場面にお

ける児童生徒の様子に目配りをし、変化を見逃さないことが重要です。次のような点に考慮して

日常の観察を行ったり、「子どもの様子チェックシート【学校用】」「学級の様子チェックシート」

などのチェックリストなどを用いたりするのも効果的です。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめを発見するためには家庭や地域の協力が欠かせません。特に、小学校においては、学校

の職員以外によりいじめが発見されている割合が高く、学校だけでいじめを発見することには限

界があります。 

日頃から、いじめ問題に対する学校の考え方や取組、対応の仕方等を学校便りや、参観日、地

区懇談会などで保護者や地域に周知し、共通認識に立った上で、いじめの発見に協力を求めると

ともに、保護者や地域からの訴えにアンテナを高くして、耳を傾けましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

第７号（平成 25年４月 22日発行） 

 

 
 

長野県教育委員会事務局教学指導課心の支援室 

いじめ対応充実の手引き⑦ 

チームで素早く丁寧に対応するために 

児童生徒との日常の交流を通したいじめの発見 

○ 複数の教職員の目を児童生徒にそそぎ、発見の機会を多くする。 

○ 養護教諭と協力し、出席状況、けがの記録、保健室の来室の記録を把握したり、在室時の会

話や仕草などから情報を得たりする。 

○ 授業中、休み時間、昼休み、清掃時間、放課後などの児童生徒の様子に目を配り、変化に気

づく。 

○ 児童生徒とともに活動する場面や時間を共有し、対話や声がけを日常的に行う。 

○ 日記や生活ノートでの対話を通し、一人一人の児童生徒の気持ちに気づく。 

○ 教室から職員室へ戻る経路を時々変えたり、児童生徒用のトイレを利用したりする。 

○ 授業時間中、休み時間、昼休み、放課後の校内巡回を計画的に行う。 

○ 生徒のよさや、気になる様子についていつも話題とする職員集団の雰囲気を作る。 

○ いじめ問題に対する学校の考え方や、対応の仕方などについて保護者や地域に周知する。 

○ 学級ＰＴＡや学年ＰＴＡ、地区懇談会などで、児童生徒の情報を得る。 

○ 学校評議員会、ＰＴＡや地区の児童委員などを含むいじめ対策委員会などで、自校の「いじ

め対応マニュアル」の周知を図るとともに、評価を行う。 

○ 保護者が家庭で子どもの変化に気づき、いじめの可能性を発見できるよう、家庭向けリーフ

レットや「子どもの様子チェックシート【家庭用】」等を配布して活用を促す。 

○ 市町村教育委員会等関係機関と連携して早期発見に取組む。 

保護者や地域と連携したいじめの発見 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～中略～ 

～後略～ 

Ｓ 

Ｓ 

【地域の皆さんに回覧板で呼びかけたＳ市教育委員会、Ｓ市校長会（一部を抜粋）】 

【学校を通して地域の相談窓口を周知しているＣ市教育委員会】 
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